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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】浮体設備の建造において、トップサイドモジュ
ールを浮体設備の浮体構造体に搭載する際に、トップサ
イドモジュールを吊り上げることなく、浮体構造体にト
ップサイドモジュールを搭載することができて、これに
より、トップサイドモジュールの巨大化を可能にできる
と共に、トップサイドモジュールにおける吊り下げのた
めだけの強度強化を不要にできる浮体設備の建造方法、
及び、浮体設備の浮体構造体を提供する。
【解決手段】浮体構造体１０が浮上している状態で、ト
ップサイドモジュール２１を配置している岸壁３０上か
ら、又は、トップサイドモジュール２１を搭載している
運搬台船上から、トップサイドモジュール２１を水平方
向に移動することで、トップサイドモジュール２１を浮
体構造体１０に搭載する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浮体設備のトップサイドの一部または全部をモジュール化して、このモジュール化した
トップサイドモジュールを、前記浮体設備の浮体構造体に搭載して前記浮体設備を建造す
る浮体設備の建造方法において、前記浮体構造体が浮上している状態で、前記トップサイ
ドモジュールを配置している岸壁上から、又は、前記トップサイドモジュールを搭載して
いる運搬台船上から、前記トップサイドモジュールを水平方向に移動することで、前記ト
ップサイドモジュールを前記浮体構造体に搭載する工程を含むことを特徴とする浮体設備
の建造方法。
【請求項２】
　前記トップサイドモジュールを陸上で建造する工程と、前記トップサイドモジュールを
運搬台船に水平方向の移動で搭載する工程と、前記運搬台船に搭載された前記トップサイ
ドモジュールを水平方向に移動することで、前記トップサイドモジュールを前記浮体構造
体の後方又は前方から前記浮体構造体に搭載する工程を含むことを特徴とする請求項１に
記載の浮体設備の建造方法。
【請求項３】
　前記トップサイドモジュールを陸上で建造する工程と、岸壁から前記トップサイドモジ
ュールを水平方向に移動することで、前記トップサイドモジュールを前記浮体構造体の後
方又は前方から前記浮体構造体に搭載する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の
浮体設備の建造方法。
【請求項４】
　前記浮体構造体における前記トップサイドモジュールを搭載する甲板の両側に前記浮体
構造体の前後方向に延びる案内壁を設け、これらの前記案内壁の間に前記トップサイドモ
ジュールを搭載することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の浮体設備の建
造方法。
【請求項５】
　前記浮体構造体における前記トップサイドモジュールを搭載する甲板を前記浮体構造体
の船側外板部よりも低く設置して、これらの船側外板部の間の前記甲板上に前記トップサ
イドモジュールを搭載することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の浮体設
備の建造方法。
【請求項６】
　前記浮体構造体における前記トップサイドモジュールを搭載する際に、前記浮体構造体
の貨物タンクの内部又は貨物タンクに搭載した袋状タンクの内部にバラスト水を入れるこ
とにより、前記浮体構造体を沈下させることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に
記載の浮体設備の建造方法。
【請求項７】
　前記トップサイドモジュールの少なくとも１基を重量で２，０００トン以上、かつ、１
００，０００トン以下とすることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の浮体
設備の建造方法。
【請求項８】
　浮体設備のトップサイドの一部または全部をモジュール化して、このモジュール化した
トップサイドモジュールを、浮体設備の浮体構造体に搭載して浮体設備を建造する際の浮
体設備の浮体構造体であって、
　前記トップサイドモジュールを搭載する甲板の当該浮体構造体の幅方向に関して両側に
、前記トップサイドモジュールを水平方向に移動して搭載する際のガイド又は支持体の少
なくとも一方となり、かつ、当該浮体構造体の前後方向に延びる案内壁を立設してあるこ
とを特徴とする浮体設備の浮体構造体。
【請求項９】
　前記案内壁の上部に前記トップサイドモジュールを載置して移動させるときの前記トッ
プサイドモジュールが乗るレールを設けていることを特徴とする請求項８に記載の浮体設
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備の浮体構造体。
【請求項１０】
　前記トップサイドモジュールを搭載する甲板の上面に前記トップサイドモジュールを載
置して移動させるときの前記トップサイドモジュールが乗るレールを設けていることを特
徴とする請求項８又は９に記載の浮体設備の浮体構造体。
【請求項１１】
　前記浮体設備の後部から後部構造部を外した状態であることを特徴とする請求項８～１
０のいずれか１項に記載の浮体設備の浮体構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＦＰＳＯやＦＬＮＧ等と呼ばれる浮体設備の建造方法、及び、浮体設備の浮
体構造体に関し、より詳細には、浮体設備の浮体構造体にトップサイドモジュールを設置
する際に、トップサイドモジュールを吊り上げることなく、浮上している状態の浮体構造
体にトップサイドモジュールを搭載することができる浮体設備の建造方法、及び、浮体設
備の浮体構造体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＦＰＳＯ（Ｆｌｏａｔｉｎｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，　Ｓｔｏｒａｇｅ，　Ｏｆｆｌ
ｏａｄｉｎｇ）と呼ばれ、主として、洋上の設置場所で浮上した状態で、海底油田等から
原油等の海洋資源を得て、生産、貯蔵、出荷する施設として利用される浮体生産貯蔵設備
が発明されてから４０年ほど経過してきている。その間に、原油の生産を対象に２００基
近くが建造され、原油需要の１／４が賄われるようになってきている。
【０００３】
　このＦＰＳＯの基本的な構造や建造方法は、開発初期の１０～１５年間の数十基が建造
される間にほぼ完成し、その後の直近の２５年の間は殆ど変化していない。すなわち、長
方形断面と高い乾舷とほぼ水平なデッキ面を持つ原油タンカーに若干の改造工事を行って
、原油貯蔵機能と居住区機能を有するベース船体となる浮体構造体をまず完成させる。次
に、トップサイドと呼ばれる原油処理設備を幾つかのモジュールに分けて建造し、クレー
ン船を用いて、このトップサイドモジュールを浮体構造体の甲板（デッキ）上に搭載する
工事や、浮体構造体を係留するための係留設備を搭載する工事を行う。なお、これらの工
事は東南アジア、東アジアの造船所で行われることが多い。その後、タンカーの推進器を
用いるか、または、タグボートで、ＦＰＳＯを曳航しての設置場所に運搬し、そこに予め
敷設されている係留索に接続する、というスタイルがほぼ一貫して貫かれてきている。
【０００４】
　このＦＰＳＯの設置場所における生産活動は多年にわたるため、このＦＰＳＯを係留す
る係留設備は１００年に一度遭遇する規模の海象条件に耐えるように設計および建造がな
されている。この係留設備は、過去２５年の間ほぼ変わっておらず、ＦＰＳＯを四方に多
点係留する多点係留方式が用いられている。つまり、海象条件の厳しさに応じて、段階的
に、浮体構造体（船体）の複数個所から出る何本かの係留索で浮体構造体全体を直接係留
保持するスプレッドムアリング方式、多点係留されたチェーンテーブルを中心に風見鶏の
ように旋回（ウェザーベーン）するタレットムアリング方式、ＦＰＳＯ自体がタレット式
多点係留ブイから離脱して回避することができるディスコネクタブルタレット方式などが
使用される。
【０００５】
　一方、この２５年の間に、ＦＰＳＯはトップサイドを中心に大型化、高度化、及び、高
額化してきた。例えば、２５年前のＦＰＳＯの平均的な構成は、全長２６０ｍ程度の原油
タンカーをベースの浮体構造体とし、トップサイドモジュールの個数が２個程度で合計重
量は千トン以下であり、ＦＰＳＯの全体のコストが１００億円以下であった。これに対し
、近年建造されているＦＰＳＯでは、浮体構造体に関しては全長が３３０ｍとさほど変わ



(4) JP 2017-114264 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

らないサイズの原油タンカーをベースとしていながらも、トップサイド部分は著しく大型
化し、トップサイドモジュールの個数は２０個近くにもなり、合計重量は数万トンとなり
、全体のコストは数千億円に及ぶようになってきている。
【０００６】
　更には、原油だけではなく天然ガスの生産にもＦＰＳＯ方式が応用されようとしており
（この場合は「ＦＰＳＯ」ではなく、「ＦＬＮＧ」と呼ばれる）、この場合には、トップ
サイドの合計重量や全体のコストは倍増する見込みである。このため、トップサイドの搭
載工事においては多大なコストや期間を要し、原油生産の開始前の建造中にかかる建造資
金の調達は金利を含めて大きな負担となる。
【０００７】
　また、一方で、トップサイドの合計重量の増加により、このＦＰＳＯやＦＬＮＧの全体
の重心が押し上げられてしまうため、浮体構造体として必要な最低限の復原力を確保する
のが困難になってきている。
【０００８】
　さらに、ＦＰＳＯの浮体構造体となるベースタンカーには大きな変化がないのに比べて
、トップサイドの重要性やコスト比率、全体コストが増大するにつれ、貯蔵設備等の浮体
構造体側の部分におけるメンテナンスのために、生産活動に中断等が生じた場合に事業全
体に及ぼす影響が著しく大きく、また、これらの事態が発生することは深刻な問題になる
という問題がある。
【０００９】
　例えば、浮体構造体に設けられるバラストタンクにおいては、海水バラストを注入した
後に長期間空気に曝されることで、腐食が進んだりし、また、同じく浮体構造体に設けら
れる原油貯蔵タンクにおいては、原油に残存する不純物や海水分が貯蔵中に徐々に分離し
てタンクの底に溜り、海水や微生物の繁殖によって腐食したり、油面上の空間に酸素濃度
を下げて爆発を防止するためにボイラーの燃焼排ガス（イナートガス：不活性ガス）を導
入しているが、この燃焼排ガス中の硫黄分等によって腐食したりする。
【００１０】
　この腐食などの事象に対応するために、該当するタンクの使用を中止して日数をかけて
換気し、メンテナンスを行う必要が生じるが、この生産活動を中断するような状況は、生
産活動による事業が高額化した結果、もはや許容しがたい状況となってきている。また、
浮体構造体の限られた範囲で、多くの可燃性製品を取り扱うため、考えられる火災規模が
大きくなる一方で、当初２０名程度だった乗員数は今や１００人を超えるような乗員数と
なり、一旦火災が発生すると、多数の乗員に危険が及ぶ可能性も生じてきている。
【００１１】
　上記のように、現在では、ＦＰＳＯ等の浮体設備に関しての状況は、浮体構造体へのト
ップサイドモジュールの搭載作業を簡単にして搭載工事期間を短縮する技術や、トップサ
イドモジュールの搭載作業と、貯蔵設備を持つベース浮体である浮体構造体の建造・改造
工事を並行して行う技術等のそれぞれの技術において革新が求められている状況にある。
また、貯蔵設備を中心とする浮体構造体が備えている機能に対してメンテナンスフリー化
が求められている。そして、それらを解決する技術では、全体重心を下げて復原力を増加
できるようにすることや、火災時などにおける乗員の安全性を向上することも求められて
いる。
【００１２】
　そして、このような状況において、ＦＰＳＯの建造方法を鑑みると、トップサイドモジ
ュールの個数は現状では前述のように２０個近くに及び、それらは各々陸上で建造され、
各々が内包する配管や配線などの作業はできる限り陸上でなされている。このトップサイ
ドモジュールは２千トン～１万トン（２，０００ｔ～１０，０００ｔ）前後の重量のモジ
ュールとなるが、クレーンの方が、例えば、シンガポールでは１，５００ｔ、韓国では３
，０００ｔまでのクレーンしかないため、現状の技術では、モジュール重量は１，５００
ｔ程度なり、３，０００ｔ程度なりの上限になり、これらはひとつひとつクレーン船で吊
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り上げられ、ベース船体である浮体構造体に搭載される。
【００１３】
　これらの各モジュールの構造体は一般に形鋼材で組み上げられた骨格構造であるが、浮
体構造体に搭載した後に洋上での操業中に経験する横揺れを主とする荷重条件と、搭載時
にクレーン船で吊り上げられる際にかかる荷重条件は、大きく異なるため、たった一度の
搭載時における吊り上げだけのためにコストをかけて強度を増加する必要が生じている。
【００１４】
　そして、各々のモジュールが搭載された後においても、各モジュールにまたがる配管や
配線作業が多く残っているため、これらの作業を行う必要があるが、陸上ではなく岸壁沿
いの洋上で行われることとなり、これらの作業に利用できるクレーンの数は激減して、し
かも、ひとつひとつの部品の吊り上げ揚程も高くなっているので、その結果、モジュール
間部品の搭載に多大な時間を要している。また、これらの作業の後で、ようやく各モジュ
ールを通貫した漏れテストや導通テスト、機能テスト、被覆仕上げ等が行われることとな
る。そのため、これらのテスト作業とそれ以前の数多くのモジュールの搭載作業と相まっ
て長い搭載工事期間を要してしまう。
【００１５】
　これらに対する対策として、搭載期間を短縮するためには、モジュールの分割単位を見
直してモジュールを大型化し、理想的には機能設計上、つまり、各々の配管や配線の範囲
を包括して完結した大型モジュールとして、できる限り陸上で部品組み付けや各種のテス
トを完了してから、一気に搭載することが有効となる。このように設計した場合には、モ
ジュールの数は数個で済むが、重量は各々１万トン程度となる。
【００１６】
　この一万トンクラスの吊重量能力を持つクレーン船は世界中にも数基しか存在せず、一
般的にＦＰＳＯの建造工事が行われている東南アジア・東アジアの地域にはほぼ存在しな
い。なお、クレーン船を遠方からチャーターすることも可能ではあるが、その傭船料は１
億円／日程度と、域内で調達できる数千トンの吊重量能力のクレーン船より一桁高額であ
って現実的ではない。このため、クレーン船を使用しない搭載方法の開発が望まれている
。
【００１７】
　一方、クレーン船を使用せずに物を船舶に搭載して輸送する方法としては、例えば、モ
ジュールを組み立てた岸壁からモジュールを運搬台船に載せる場合等に、レールを仮設し
た上でモジュールをそのレール上を滑らせて搭載するスキッディングと呼ばれる方法や、
ボギー車、ＳＰＭＴ（Ｓｅｌｆ Ｐｒｏｐｅｌｌｅｄ Ｍｏｄｕｌａｒ Ｔｒａｎｓｆｅｒ
）等と呼ばれる運搬台車に載せて搭載するロール・オン方式が知られている。
【００１８】
　例えば、これに関連して、海域を運行して来た超重量機器を載置した搬送車を積載した
台船を水路に進入させた後に、水路を閉鎖して水路内の海水を外に放出して、台船を着底
させてから、台船と岸壁進入路の間にランプウェイを渡して、超重量機器を積載した搬送
車を台船から分離して岸壁進入路に送行させる超重量機器の水切作業方法が提案されてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【００１９】
　また、貨物収納倉を多数のコンテナ等の貨物を一括搭載して構成し、この貨物収納倉を
船舶の船体内部に積み込む船舶を、埠頭に横付して、船体の幅方向両側すなわち船体側壁
から、船舶の底部と同じ高さに配置された貨物収納倉を、同じく船舶の底部と同じ高さの
埠頭の貨物陸揚げ部に向けて水平移動させていくことにより、貨物収納倉の積降ろし若し
くは積込み作業が行われる船舶の荷役方法が提案されている（例えば、特許文献２参照）
。
【００２０】
　しかしながら、このような搭載方法を行うには、着底などにより岸壁と台船のデッキの
高さを合わせたり、低い埠頭の貨物陸揚げ部を建造したりする必要がある。一般に岸壁の
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高さは最高潮位プラス数ｍであり、最大限にバラスト水を載荷したとしても乾舷が２０ｍ
程度以上あるタンカーをベースにしたＦＰＳＯの浮体構造体には合わせようがなく、これ
らの方式は、このままでは、トップサイドモジュールを浮体構造体に搭載する工事には採
用することができないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２１】
【特許文献１】特開平７－１３７６８４号公報
【特許文献２】特開平７－１７４６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　本発明は、上記の状況を鑑みてなされたものであり、その目的は、浮体設備の建造にお
いて、トップサイドモジュールを浮体設備の浮体構造体に搭載する際に、トップサイドモ
ジュールを吊り上げることなく、水平方向の移動を行うスキッディングやロール・オン方
式により、浮体構造体にトップサイドモジュールを搭載することができて、トップサイド
モジュールを巨大化してメガモジュールにしても容易に浮体構造体に搭載でき、これによ
り、トップサイドモジュールの巨大化を可能にできると共に、トップサイドモジュールに
おける吊り下げのためだけの強度強化を不要にできる、浮体設備の建造方法、及び、浮体
設備の浮体構造体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記の目的を達成するための本発明の浮体設備の建造方法は、浮体設備のトップサイド
の一部または全部をモジュール化して、このモジュール化したトップサイドモジュールを
、前記浮体設備の浮体構造体に搭載して前記浮体設備を建造する浮体設備の建造方法にお
いて、前記浮体構造体が浮上している状態で、前記トップサイドモジュールを配置してい
る岸壁上から、又は、前記トップサイドモジュールを搭載している運搬台船上から、前記
トップサイドモジュールを水平方向に移動することで、前記トップサイドモジュールを前
記浮体構造体に搭載する工程を含むことを特徴とする方法である。
【００２４】
　また、この浮体設備としては、その生産の対象物は原油に限らず、海底鉱物資源や再生
可能エネルギー、生物資源を生産するもの等も含まれる。また、必ずしも浮体式（Ｆ）か
つ生産（Ｐ）、貯蔵（Ｓ）、出荷（Ｏ）のすべての機能を持つものには限らず、例えば、
洋上の設置場所への到着した後において、この浮体設備が着底されるもの、ジャケットに
搭載されるもの、また、この浮体設備において、貯蔵設備（Ｓ）を持たないもの、生産機
能（Ｐ）を持たないもの等も含まれる。
【００２５】
　また、水平方向への移動とは、上下方向の移動を全く含まないということでなく、水平
方向の移動量が上下方向の移動量よりも大きいということであり、水平方向の移動を含む
斜め上方や斜め下方も含む移動を意味する。
【００２６】
　この方法によれば、トップサイドモジュールは、クレーン船などにおける吊り上げ作業
を用いずに、スキッド・オン方式のスキディングと呼ばれる水平移動やロール・オン方式
等のローディングと呼ばれる水平方向の移動でスライド等により浮体構造体に搭載される
。従って、トップサイドモジュールは吊り上げられることが無くなるので、吊り上げ時に
加わる荷重に対して設計する必要が無くなり、軽量化及びコストダウンできる。
【００２７】
　また、浮体構造体に設けられたレール等の上を、直接、または、台車などを介して間接
に、スライドや車輪で移動したりして搭載されるため、クレーンで吊る際の高さや幅や長
さに関する制限がなくなり、トップサイドモジュールを巨大化することができる。
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【００２８】
　上記の浮体設備の建造方法において、前記トップサイドモジュールを陸上で建造する工
程と、前記トップサイドモジュールを運搬台船に水平方向の移動で搭載する工程と、前記
運搬台船に搭載された前記トップサイドモジュールを水平方向に移動することで、前記ト
ップサイドモジュールを前記浮体構造体の後方又は前方から前記浮体構造体に搭載する工
程を含むようにすると、次のような効果を発揮できるようになる。
【００２９】
　つまり、トップサイドモジュールの移動に運搬台船を介在させているので、浅い岸壁の
陸上でトップサイドモジュールを建造する場合においても、この岸壁の深度よりも深い喫
水の浮体構造体にトップサイドモジュールを搭載することが容易にできる。つまり、浮体
構造体の喫水の深さの如何にかかわらず、水平方向の移動でトップサイドモジュールを浮
体構造体に搭載できるようになる。従って、運搬台船を使用するだけなので、一般的な運
搬台船さえあればよく、高価なクレーン船は必要なくなる。
【００３０】
　この場合に、運搬台船、浮体構造体の片方または両方を必要に応じてバラスト調整した
り、シンキングバージ（浮沈式台船）として構成したりして、シンキング（沈下）によっ
て、岸壁の高さと台船甲板の高さ、あるいは台船甲板の高さと浮体構造耐の甲板の高さ又
は案内壁の上面の高さおよそ合わせられるようにしてもよい。
【００３１】
　また、トップサイドモジュールを浮体構造体の後方又は前方から、言い換えれば、浮体
構造体の前後方向の移動で浮体構造体に搭載することにより、搭載時における浮体構造体
の姿勢の確保が、横傾斜（ヒール）よりも比較的調整しやすい縦傾斜（トリム）の調整に
なるので、横転の危険性が少なくなり、トップサイドモジュールを浮体構造体の横方向（
幅方向）から搭載する場合に比べて、著しく、搭載作業における安全性を向上させること
ができる。
【００３２】
　あるいは、上記の浮体設備の建造方法において、前記トップサイドモジュールを陸上で
建造する工程と、岸壁から前記トップサイドモジュールを水平方向に移動することで、前
記トップサイドモジュールを前記浮体構造体の後方又は前方から前記浮体構造体に搭載す
る工程を含むと、次のような効果を発揮できるようになる。
【００３３】
　つまり、深い深度を有する岸壁の陸上でトップサイドモジュールを建造する場合には、
運搬台船を介在させずに、この岸壁の深度よりも浅い喫水の浮体構造体に搭載するので、
運搬台船を介在させる場合に比較して著しく作業効率を向上できる。また、トップサイド
モジュールを浮体構造体の後方又は前方から浮体構造体に搭載することにより、浮体構造
体の横転の危険性が少なくなり、搭載作業における安全性を向上させることができる。
この場合に、浮体構造体を必要に応じてシンキングバージ（浮沈式台船）として構成して
、シンキング（沈下）によって甲板の高さ又は案内壁の上面の高さを岸壁の高さにおよそ
合わせられるようにし、スキッディングやロール・オン方式によるトップサイドモジュー
ルの搭載を行ってもよい。
【００３４】
　上記の浮体設備の建造方法において、前記浮体構造体における前記トップサイドモジュ
ールを搭載する甲板の両側に前記浮体構造体の前後方向に延びる案内壁を設け、これらの
前記案内壁の間に前記トップサイドモジュールを搭載すると、次のような効果を発揮でき
るようになる。
【００３５】
　つまり、この案内壁の間にトップサイドモジュールを搭載するので、この案内壁をトッ
プサイドモジュールのスライド時の案内として使用することや、この案内壁の上面をトッ
プサイドモジュールのスライド面の一部又は全部として使用することができるので、単純
な構成で、トップサイドモジュールの逸脱を防止しながら、トップサイドモジュールを浮
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体構造体に搭載できる。
【００３６】
　なお、案内壁の位置は、挿入するトップサイドモジュールの幅に合わせて設置するが、
浮体構造体の舷側に近い位置に設けると、トップサイドモジュールの幅を、浮体構造体の
幅に近い幅にすることができる。また、案内壁の外板と浮体構造体の外板を構造的に連続
するように構成すると、案内壁を強固に浮体構造体と一体化させて固定支持できるので、
案内壁の構造強度を比較的容易に高めることができる。
【００３７】
　さらに、浮体構造体の船体中央線まわりの甲板（デッキ）を両舷より低くなる構成によ
り、この甲板の部分の高さを、トップサイドモジュールを建造する陸上の岸壁の高さやト
ップサイドモジュールを搭載して運搬する運搬台船の甲板の高さに合わせられるようにし
たり、また、トップサイドモジュールの重心高さを浮体構造体の重心高さの近傍に配置す
ることができたりする。さらに、トップサイドモジュールに作用する横方向の力を浮体構
造体の案内壁や船側外板部で受けたりすることが容易にできるようになるため、浮体設備
の操業中においても、この構造により、浮体構造体の横揺れ（ロール）運動により作用す
る力に耐えるための構造を軽量化・コストダウンできる。
【００３８】
　言い換えれば、トップサイドの重心を下げて、ひいては浮体設備の全体の重心を下げる
ことができ、これにより浮体設備の復原力を増すことができる。さらに、トップサイドモ
ジュールを重心近くで横から支持できるので、トップサイドモジュールの横揺れに対して
必要な構造強度を減少でき、また、吊り搭載しないことで吊られるためだけに必要とされ
ていた強度も減少し、両者相まって軽い構造にすることができ、軽量化及びコストダウン
ができる。
【００３９】
　あるいは、上記の浮体設備の建造方法において、前記浮体構造体における前記トップサ
イドモジュールを搭載する甲板を前記浮体構造体の船側外板部よりも低く設置して、これ
らの船側外板部の間の前記甲板上に前記トップサイドモジュールを搭載すると、上記の案
内壁の代わりに船側外板部（１枚構造にみならず２枚の２重構造も含む）で同様な効果を
発揮できる。ただし、この場合は、船側外板部の高さより甲板位置が低くなる。
【００４０】
　また、上記の浮体設備の建造方法において、前記浮体構造体における前記トップサイド
モジュールを搭載する際に、前記浮体構造体の貨物タンクの内部又は貨物タンクに搭載し
た袋状タンクの内部にバラスト水を入れることにより、前記浮体構造体を沈下させると、
容易に、トップサイドモジュールの搭載時に甲板（デッキ面）の高さを十分に下げること
でトップサイドモジュールの水平移動搭載を実現することができる。この場合に、原油等
を入れる貨物タンクの内部に袋状タンク（バッグ）を入れて、この袋状タンクにバラスト
水を入れると、貨物タンクの周囲の構造部材である鋼材にバラスト水が触れることがなく
なる。
【００４１】
　上記の浮体設備の建造方法において、前記トップサイドモジュールの少なくとも１基を
重量で２，０００トン以上、かつ、１００，０００トン以下とすると、次のような効果を
発揮することができるようになる。
【００４２】
　つまり、トップサイドモジュールを非常に大きくするので、トップサイドモジュールの
分割線を機能上の分割線に合わせることができる。また、トップサイドモジュールの大き
さは、吊上げることを考慮しなくてよいので、トップサイドモジュールに対する大きさや
形状や重量の制限が少なくなり、幅方向では、浮体構造体の幅に近い大きさまで拡張する
ことができ、また、高さ方向にも搭載機器や設備を積み上げることができるので、前後方
向が不必要に長くなるのを抑えることができる。
【００４３】
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　これにより、高さ方向を生かすことができるので搭載機器が水平方向に広がらないため
、搭載機器をつなぐ総配管長さを減らすことができる。また、トップサイドモジュールが
前後に不必要に長い領域に設置されないので、配管長が熱膨張等により合わなくなるよう
な現象が減り、エキスパンジョンループと呼ばれる配管の伸び縮みを吸収するために無駄
に迂回させるループを減らすことができる。
【００４４】
　また、建造面では、トップサイドモジュールが巨大化することで、小さいモジュールの
組み合わせに比べて、洋上に浮上している状態の浮体構造体における配管の接続作業が大
幅に減少するので、モジュール間の接続配管に関しての現場で測量してから製作する煩わ
しさが大幅に減る。さらに、モジュール単位が大きくなることにより、トップサイドの自
動運転化や高度のＩＴ利用なども実現し易くなる。
【００４５】
　その上、トップサイドの装置や機器類に関して複数の異なる要素を組み合わせて、一体
として機能させるインテグレーションに関しても、トップサイドモジュールを浮体構造体
に搭載した後に造船所サイドで行うインテグレーション作業を大幅に減らすことができる
。そして、従来では、モジュール単位が小さく配管が終わらないとできなかったトップサ
イドのテストも、造船所でなくトップサイドの扱いに長けたトップサイド建造ヤードでで
きるようになる。つまり、トップサイドを作るのが得意なモジュール建造ヤードサイドで
、トップサイドの仕事を終わらせることができるので、インテグレーションを行う造船所
サイドに持ち越すことがなくなる。
【００４６】
　そして、上記の目的を達成するための本発明の浮体設備の浮体構造体は、浮体設備のト
ップサイドの一部または全部をモジュール化して、このモジュール化したトップサイドモ
ジュールを、浮体設備の浮体構造体に搭載して浮体設備を建造する際の浮体設備の浮体構
造体であって、前記トップサイドモジュールを搭載する甲板の当該浮体構造体の幅方向に
関して両側に、前記トップサイドモジュールを水平方向に移動して搭載する際のガイド又
は支持体の少なくとも一方となり、かつ、当該浮体構造体の前後方向に延びる案内壁を立
設してある構成をしている。
【００４７】
　つまり、この案内壁の間にトップサイドモジュールを搭載するので、この案内壁をトッ
プサイドモジュールのスライド時の案内として使用することや、この案内壁の上面をトッ
プサイドモジュールのスライド面の一部又は全部として使用することができるので、単純
な構成で、トップサイドモジュールの逸脱を防止しながら、トップサイドモジュールを浮
体構造体に搭載できるようになる。また、案内壁が、その上部にトップサイドモジュール
を載置して移動させるときのトップサイドモジュールの支持体の一部又は全部であるよう
に構成されていると、甲板以外で、トップサイドモジュールを支持できるので、トップサ
イドモジュールの荷重を分散でき甲板の負担を小さくできる。
【００４８】
　なお、案内壁の位置は、挿入するトップサイドモジュールの幅に合わせて設置するが、
浮体構造体の舷側に近い位置に設けると、トップサイドモジュールの幅を、浮体構造体の
幅に近い幅にすることができる。また、案内壁の外板と浮体構造体の外板を構造的に連続
するように構成すると、案内壁を強固に浮体構造体と一体化させて固定支持できるので、
案内壁の構造強度を比較的容易に高めることができる。
【００４９】
　さらに、浮体構造体の船体中央線まわりの甲板（デッキ）を両舷より低くしている構成
により、この甲板の部分の高さを、トップサイドモジュールを建造する陸上の岸壁の高さ
やトップサイドモジュールを搭載して運搬する運搬台船の甲板の高さに合わせられるよう
にしたり、また、トップサイドモジュールの重心高さを浮体構造体の重心高さの近傍に配
置することができたりする。さらに、トップサイドモジュールに作用する横方向の力を浮
体構造体の案内壁や船側外板部で受けたりすることが容易にできるようになるため、浮体
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設備の操業中においても、この構造により、浮体構造体の横揺れ（ロール）運動により作
用する力に耐えるための構造を軽量化・コストダウンできる。
【００５０】
　言い換えれば、トップサイドの重心を下げて、ひいては浮体設備の全体の重心を下げる
ことができ、これにより浮体設備の復原力を増すことができる。さらに、トップサイドモ
ジュールを重心近くで横から支持できるので、トップサイドモジュールの横揺れに対して
必要な構造強度を減少でき、また、吊り搭載しないことで吊られるためだけに必要とされ
ていた強度も減少し、両者相まって軽い構造にすることができ、軽量化及びコストダウン
ができる。
【００５１】
　上記の浮体設備の浮体構造体において、前記案内壁の上部に前記トップサイドモジュー
ルを載置して移動させるときの前記トップサイドモジュールが乗るレールを設けていると
、比較的高い位置で、トップサイドモジュールを支持することができるようになり、高い
位置で岸壁又は運搬台船からトップサイドモジュールを受け渡しすることができるように
なる。
【００５２】
　上記の浮体設備の浮体構造体において、前記トップサイドモジュールを搭載する甲板の
上面に前記トップサイドモジュールを載置して移動させるときの前記トップサイドモジュ
ールが乗るレールを設けていると、比較的低い位置で、トップサイドモジュールを支持す
ることができるようになり、低い位置で岸壁又は運搬台船からトップサイドモジュールを
受け渡しすることができるようになる。
【００５３】
　上記の浮体設備の浮体構造体において、前記浮体設備の後部から後部構造部を外した状
態であるように構成すると、建造工程的に容易に、上記の浮体設備の浮体構造体とするこ
とができる。
【発明の効果】
【００５４】
　以上に説明したように、本発明の浮体設備の建造方法、及び、浮体設備の浮体構造体に
よれば、浮体設備の建造において、トップサイドモジュールを浮体設備の浮体構造体に搭
載する際に、トップサイドモジュールを吊り上げることなく、水平方向の移動を行うスキ
ッディングやロール・オン方式により、浮体構造体にトップサイドモジュールを搭載する
ことができて、トップサイドモジュールを巨大化してメガモジュールにしても容易に浮体
構造体に搭載でき、これにより、トップサイドモジュールの巨大化を可能にできると共に
、トップサイドモジュールにおける吊り下げのためだけの強度強化を不要にできる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明に係る実施の形態の浮体設備の構造を模式的に示す浮体設備の横断面図で
ある。
【図２】本発明に係る実施の形態の浮体設備の浮体構造体の構造を模式的に示す浮体構造
体の横断面を示す斜視図である。
【図３】本発明に係る第１の実施の形態の浮体設備の建造方法における岸壁から運搬台船
へのトップサイドモジュールの水平方向の移動を模式的に示す図である。
【図４】本発明に係る第１の実施の形態の浮体設備の建造方法における運搬台船から浮体
構造体へのトップサイドモジュールの水平方向の移動を模式的に示す図である。
【図５】本発明に係る第２の実施の形態の浮体設備の建造方法における岸壁から浮体構造
体へのトップサイドモジュールの水平方向の移動を模式的に示す図である。
【図６】従来技術の浮体設備の構造を模式的に示す浮体設備の横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下、本発明に係る実施の形態の浮体設備の建造方法、及び、浮体設備の浮体構造体に
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ついて説明する。この実施の形態の説明では、浮体設備としてＦＰＳＯを例にして説明し
ているが、本発明は、必ずしも、このＦＰＳＯに限定する必要はなく、その他の浮体設備
にも適用できる。
【００５７】
　この浮体設備としては、その生産の対象物は原油に限らず、海底鉱物資源や再生可能エ
ネルギー、生物資源を生産するもの等も含まれる。また、必ずしも浮体式（Ｆ）かつ生産
（Ｐ）、貯蔵（Ｓ）、出荷（Ｏ）のすべての機能を持つものには限らず、例えば、洋上の
設置場所への到着した後において、この浮体設備が着底されるもの、ジャケットに搭載さ
れるもの、また、この浮体設備において、貯蔵設備（Ｓ）を持たないもの、生産機能（Ｐ
）を持たないもの等も含まれる。
【００５８】
　本発明と従来技術の差異を明確にするために、最初に図６に示すような従来技術の浮体
設備１Ｘについて説明しておく。この浮体設備１Ｘは典型的な大型原油タンカー（ＶＬＣ
Ｃ）を改造したものであり、船底部１１と船側外板部１２と前部構造部（船首部：図示し
ない）、後部構造部（船尾部：図示しない）に囲まれて浮かんでいる、タンカー船形の浮
体構造体１０Ｘと、浮体設備のトップサイド２０とからなる。この浮体設備１Ｘでは、大
型原油タンカーの改造であるため、浮体構造体１０Ｘの上の甲板１５の上に支持構造物１
７を設けて、その上にトップサイド２０を配設しているためは、重心位置が高くなってし
まっている。
【００５９】
　なお、この浮体設備１Ｘの大きさを例示すると、例えば、軽荷重量が５０，０００トン
（重量トン）程度、船体長が３４０ｍ程度、タンク部長さが２００ｍ程度、船体幅が５８
ｍ程度で、乾舷が１０ｍ程度、喫水が２３ｍ程度、船体高が３３ｍ程度である。
【００６０】
　一方、図１～図５に示すように、本発明の実施の形態の浮体設備１は、浮体構造体１０
と浮体設備のトップサイド２０とからなり、このトップサイド２０は、その一部または全
部をモジュール化して、このモジュール化したトップサイドモジュール２１を浮体構造体
１０の甲板１５に搭載して浮体設備１が建造される。
【００６１】
　図１、図２、図４、及び図５に示すように、この浮体構造物１０は、浮体としての構成
としての船体構造である船底部１１、船側外板部１２、前部構造部（船首部）１３、後部
構造部（船尾部）１４を有している。これらの構造は、従来技術と同じである。また、ト
ップサイド２０は、プロセスとも呼ばれる生産設備であり、油処理設備、ガス処理設備、
水処理設備、発電設備、コントロールシステム等の主要な機器で構成されている。
【００６２】
　この後部構造部１４に関しては、浮体設備１を居住区と生産・貯蔵プラント区に分けて
構成し、この居住区を後部構造部１４に設けて、この後部構造部１４を係留することなく
、浮体設備１でこの後部構造部１４を除いた部分を係留して、この後部構造部１４を除い
た部分の浮体設備１にこの後部構造部１４を脱着可能に接続する構成にすると、居住区の
設置時期をトップサイドモジュール２１の搭載時の後にすることができるようになるので
、建造工程の自由度が増す。また、台風などの荒天時や火災などの非常時で乗組員の避難
が必要な場合には、この居住区を備えて後部構造物１４を離脱することにより、容易、か
つ迅速に乗組員を飛散させることができるようになる。
【００６３】
　なお、この浮体設備１の大きさを例示すると、例えば、軽荷重量が５０，０００トン（
重量トン）程度、船体長が１６０ｍ程度、タンク部長さが１５０ｍ程度、船体幅が６０ｍ
程度で、乾舷が１０ｍ程度、喫水が３４ｍ程度、船体高が４４ｍ程度である。
【００６４】
　本発明においては、トップサイド２０をモジュール化したトップサイドモジュール２１
を搭載する甲板１５（デッキ）を備えていると共に、この甲板１５の浮体構造体１０の幅
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方向（Ｙ方向）に関して両側に、浮体構造体１０の前後方向（Ｘ方向）に延びて、立設し
た案内壁１６を備えて構成される。つまり、浮体構造物１０の甲板１５は両側に案内壁１
６を有して構成され、浮体構造物１０の横断面形状は、この甲板１５と両側の案内壁１６
とにより、上部が開放されている凹形状に形成されている。なお、この案内壁１６を単な
る壁ではなく、ある程度の内部空間を持ったタンク状に形成して、バラストタンク等とし
て使用してもよい。
【００６５】
　あるいは、この案内壁１６を設ける代わりに、浮体構造体１０におけるトップサイドモ
ジュール２１を搭載する甲板１５を浮体構造体１０の船側外板部１２よりも低く設置して
、浮体構造物１０の横断面形状を、この甲板１５と両側の船側外板部１２とにより、上部
が開放されている凹形状に形成して、これらの船側外板部１２の間の甲板１５上にトップ
サイドモジュール２１を搭載してもよい。
【００６６】
　つまり、案内壁１６の代わりに船側外板部１２の部分（１枚構造にみならず２枚の２重
構造も含む）で、案内壁１６によるのとほぼ同様な効果を発揮できる。ただし、この場合
は、船側外板部１２の高さより甲板１５の位置が低くなる。
【００６７】
　この甲板１５は、トップサイドモジュール２１を載置するための甲板であり、この甲板
１５の下には、必要に応じて図示しないが貯蔵タンクや機械室などが配置される。この甲
板１５の上面にトップサイドモジュール２１を載置して移動させるときに、トップサイド
モジュール２１が乗るレール１５ａを備えて構成すると、これにより、比較的低い位置で
、トップサイドモジュール２１を支持することができるようになり、低い位置で岸壁３０
又は運搬台船４０からトップサイドモジュール２１を受け渡しできるようになる。
【００６８】
　また、トップサイドモジュール２１がこの案内壁１６又は船側外板部１２の間に搭載さ
れるので、この搭載の際に、案内壁１６又は船側外板部１２は、トップサイドモジュール
２１を水平方向に移動して搭載する際のガイド又は支持体の少なくとも一方となる。
案内壁１６を設けて凹形状を形成する場合には、この案内壁１６の位置は、挿入するトッ
プサイドモジュール２１の幅に合わせて設置するが、浮体構造体１０の舷側に近い位置に
設けると、トップサイドモジュール２１の幅を、浮体構造体１０の幅に近い幅にすること
ができる。また、案内壁１６の外板と浮体構造体１０の外板である船側外板部１２を構造
的に連続するように構成する。これにより、案内壁１６を強固に浮体構造体１０と一体化
させて固定支持して、案内壁１６の構造強度を高める。
【００６９】
　また、案内壁１６を設けて凹形状を形成する場合にはこの案内壁１６の幅方向の位置、
言い換えれば、両側の案内壁１６の間の距離を可変にできるように、この案内壁１６を浮
体構造体１０の幅方向に移動可能に設けると、トップサイドモジュール２１の幅が異なる
場合であっても、そのトップサイドモジュール２１の搭載時にその幅に合わせて、案内壁
１６を移動することにより、円滑にそのトップサイドモジュール２１を浮体構造体１０に
搭載して所定の場所に固定することができる。この固定の場所の案内壁１６はそのトップ
サイドモジュール２１の設置完了とともに、その場所に固定する。従って、この場合は、
案内壁１６の前後方向の長さはそのトップサイドモジュール２１の長さによって決められ
る。これにより、様々な幅を持つトップサイドモジュール２１を搭載できるので、トップ
サイドモジュール２１の幅を一定にする必要がなくなり、トップサイドモジュール２１の
設計の自由度が増す。このトップサイドモジュール２１の幅が異なる場合は、案内壁１６
は前後方向に幅が異なる部分ができることになる。
【００７０】
　この案内壁１６又は船側外板部１２の上部にトップサイドモジュール２１を載置して移
動させるときのトップサイドモジュール２１が乗るレール１６ａを備えて構成すると、こ
れにより、比較的高い位置で、トップサイドモジュール２１を支持できるので、高い位置
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で岸壁３０又は運搬台船４０からトップサイドモジュール２１を受け渡しすることができ
るようになる。
【００７１】
　この案内壁１６又は船側外板部１２の内側面に案内用のレール１６ｂを単数又は上下方
向に複数備えて構成し、トップサイドモジュール２１を載置して移動させるときのトップ
サイドモジュール２１の側面側をこのレール１６ｂで案内して、これにより、トップサイ
ドモジュール２１の横方向の左右のブレを抑制しながら、円滑に移動させることが好まし
い。
【００７２】
　なお、トップサイドモジュール２１を水平方向に移動して甲板１５に搭載するときに、
台車を使用する場合には、レール１５ａ、１６ａを台車の車輪を乗せるレールとして使用
することができるが、レースを使用しない台車の場合には、レール１５ａ、１６ａは不要
となるが、この場合でも案内レールとして使用することができる。
【００７３】
　この案内壁１６を設けることにより、この案内壁１６をトップサイドモジュール２１の
水平移動のスライド時の案内として使用することや、この案内壁１６の上面をトップサイ
ドモジュール２１のスライド面の一部又は全部として使用することができるので、単純な
構成で、トップサイドモジュール２１の横方向への逸脱を防止しながら、トップサイドモ
ジュール２１を浮体構造体１０に搭載できるようになる。
【００７４】
　また、案内壁１６又は船側外板部１２が、その上部にトップサイドモジュール２１を載
置して移動させるときのトップサイドモジュール２１の支持体の一部又は全部であるよう
に構成されていると、甲板１５以外で、トップサイドモジュール２１を支持できるので、
トップサイドモジュール２１の荷重を分散でき甲板１５の負担を小さくできる。
【００７５】
　さらに、浮体構造体１０の船体中央線まわりの甲板１６を案内壁１６又は船側外板部１
２で構成される両舷の高さより低くなる構成により、この甲板１５の部分の高さを、トッ
プサイドモジュール２１を建造する陸上の岸壁３０の高さやトップサイドモジュール２１
を搭載して運搬する運搬台船４０の甲板４１の高さに合わせられるようにしたり、また、
トップサイドモジュール２１の重心高さを浮体構造体１０の重心高さの近傍に配置するこ
とができたりする。
【００７６】
　その上、トップサイドモジュール２１に作用する横方向の力を浮体構造体１０の案内壁
１６又は船側外板部１２で受けたりすることが容易にできるようになるため、浮体設備１
の操業中においても、この構造により、浮体構造体１０の横揺れ（ロール）運動により作
用する力に耐えるための構造を軽量化・コストダウンできる。
【００７７】
　言い換えれば、トップサイド２０の重心を下げて、ひいては浮体設備１の全体の重心を
下げることができ、これにより浮体設備１の復原力を増すことができる。さらに、トップ
サイドモジュール２１を重心近くで横から支持されるので、トップサイドモジュール２１
の横揺れに対して必要な構造強度を減少でき、また、吊り搭載しないことで吊られるため
だけに必要とされていた強度も減少し、両者相まって軽い構造にすることができ、軽量化
及びコストダウンができる。
【００７８】
　そして、トップサイドモジュール２１の少なくとも１基を重量で２，０００トン（２千
トン）以上、かつ、１００，０００トン（１０万トン）以下とすると、次のような効果を
発揮することができるようになる。
【００７９】
　つまり、トップサイドモジュール２１を非常に大きくするので、トップサイドモジュー
ル２１の分割線を機能上の分割線に合わせることができる。また、トップサイドモジュー
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ル２１の大きさは、吊上げることを考慮しなくてよいので、トップサイドモジュール２１
に対する大きさや形状や重量の制限が少なくなり、幅方向では、浮体構造体１０の幅に近
い大きさまで拡張することができ、また、高さ方向にも搭載機器や設備を積み上げること
ができるので、前後方向が不必要に長くなるのを抑えることができる。
【００８０】
　これにより、高さ方向を生かすことができるので搭載機器が水平方向に広がらないため
、搭載機器をつなぐ総配管長さを減らすことができる。また、トップサイドモジュール２
１が前後に不必要に長い領域に設置されないので、配管長が熱膨張等により合わなくなる
ような現象が減り、エキスパンジョンループと呼ばれる配管の伸び縮みを吸収するために
無駄に迂回させるループを減らすことができる。
【００８１】
　また、建造面では、トップサイドモジュール２１が巨大化することで、小さいモジュー
ルの組み合わせに比べて、洋上に浮上している状態の浮体構造体１０における配管の接続
作業が大幅に減少するので、モジュール間の接続配管に関しての現場で測量してから製作
する煩わしさが大幅に減る。さらに、モジュール単位が大きくなることにより、トップサ
イド２０の自動運転化や高度のＩＴ利用なども実現し易くなる。
【００８２】
　その上、トップサイド２０の装置や機器類に関して複数の異なる要素を組み合わせて、
一体として機能させるインテグレーションに関しても、トップサイドモジュール２１を浮
体構造体１０に搭載した後に造船所サイドで行うインテグレーション作業を大幅に減らす
ことができる。そして、従来では、モジュール単位が小さく配管が終わらないとできなか
ったトップサイド２０のテストも、造船所でなくトップサイド２０の扱いに長けたトップ
サイド建造ヤードでできるようになる。つまり、トップサイド２０を作るのが得意なモジ
ュール建造ヤードサイドで、トップサイド２０の仕事を終わらせることができるので、イ
ンテグレーションを行う造船所サイドに持ち越すことがなくなる。
【００８３】
　なお、この浮体設備１の後部から後部構造部１４を外した状態で、浮体構造体１０を構
成すると、建造工程的に容易に、この実施の形態の浮体設備１の浮体構造体１０とするこ
とができる。つまり、この後部構造部１４の離脱により、浮体構造体１０の後方から前後
方向のトップサイドモジュール２１の搭載を実現することができるようになる。
【００８４】
　次に、本発明に係る浮体設備の建造方法について説明する。この浮体設備の建造方法は
、浮体設備１のトップサイド２０の一部または全部をモジュール化して、このモジュール
化したトップサイドモジュール２１を、浮体設備１の浮体構造体１０に搭載して浮体設備
１を建造する浮体設備の建造方法である。
【００８５】
　本発明では、この浮体設備の建造方法において、浮体構造体１０が浮上している状態で
、トップサイドモジュール２１を配置している岸壁３０上から、又は、トップサイドモジ
ュール２１を搭載している運搬台船４０上から、トップサイドモジュール２１を水平方向
に移動することで、トップサイドモジュール２１を浮体構造体１に搭載する工程を含む方
法とする。
【００８６】
　この浮体設備の建造方法によれば、トップサイドモジュール２１は、クレーン船などに
おける吊り上げ作業を用いずに、スキッド・オン方式のスキディングと呼ばれる水平移動
やロール・オン方式等のローディングと呼ばれる水平方向の移動でスライド等により浮体
構造体１０に搭載される。従って、トップサイドモジュール２１は吊り上げられることが
無くなるので、吊り上げ時に加わる荷重に対して設計する必要が無くなり、軽量化及びコ
ストダウンできる。
【００８７】
　また、浮体構造体１０の甲板１５や案内壁１６に設けられたレール１５ａ，１６ａ等の
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上を、直接、または、台車などを介して間接に、スライドや車輪で移動したりして搭載さ
れるため、クレーンで吊る際の高さや幅や長さに関する制限がなくなり、トップサイドモ
ジュール２１を巨大化することができる。
【００８８】
　そして、より具体的には、図３及び図４に示す第１の実施の形態の浮体設備の建造方法
においては、トップサイドモジュール２１を陸上で建造する工程と、トップサイドモジュ
ール２１を運搬台船４０に水平方向の移動で搭載する工程と、運搬台船４０に搭載された
トップサイドモジュール２１を水平方向に移動することで、トップサイドモジュール２１
を浮体構造体１０の後方又は前方から浮体構造体１０に搭載する。
【００８９】
　この第１の実施の形態の浮体設備の建造方法では、トップサイドモジュール２１の移動
に運搬台船４０を介在させているので、浅い岸壁３０の陸上でトップサイドモジュール２
１を建造する場合においても、この岸壁３０の深度よりも深い喫水の浮体構造体１０にト
ップサイドモジュール２１を搭載することが容易にできる。つまり、浮体構造体１０の喫
水の深さの如何にかかわらず、水平方向の移動でトップサイドモジュール２１を浮体構造
体１０に搭載できるようになる。従って、運搬台船４０を使用するだけなので、一般的な
運搬台船さえあればよく、高価なクレーン船は必要なくなる。
【００９０】
　また、図５に示す第２の実施の形態の浮体設備の建造方法においては、トップサイドモ
ジュール２１を陸上で建造する工程と、岸壁３０からトップサイドモジュール２１を水平
方向に移動することで、トップサイドモジュール２１を浮体構造体１０の後方又は前方か
ら浮体構造体１０に搭載する。
【００９１】
　この第２の実施の形態の浮体設備の建造方法では、深い深度を有する岸壁３０の陸上で
トップサイドモジュール２１を建造する場合には、運搬台船４０を介在させずに、この岸
壁３０の深度よりも浅い喫水の浮体構造体１０に搭載するので、運搬台船４０を介在させ
る場合に比較して著しく作業効率を向上できる。
【００９２】
　この場合に、浮体構造体１０を必要に応じてシンキングバージ（浮沈式台船）として構
成して、シンキング（沈下）によって、甲板１５の高さ又は案内壁１６の上面の高さを岸
壁３０の高さにおよそ合わせられるようにし、スキッディングやロール・オン方式による
トップサイドモジュール２１の搭載を行ってもよい。
【００９３】
　また、浮体構造体１０におけるトップサイドモジュール２１を搭載する際に、浮体構造
体１０の甲板１５と船底部１１との間の貨物タンクとなる内部空間の内部に、又は、この
内部空間に搭載した貨物タンク用の袋状タンク（図示しない）の内部にバラスト水を入れ
ることにより、浮体構造体０を沈下させると、容易に、トップサイドモジュール２１の搭
載時に甲板１５の高さを十分に下げることができ、これにより、トップサイドモジュール
２１の水平移動搭載を実現することができる。この場合に、原油等を入れる貨物タンクの
内部に袋状タンク（バッグ）を入れて、この袋状タンクにバラスト水を入れると、貨物タ
ンクの周囲の構造部材である鋼材にバラスト水が触れることがなくなる。
【００９４】
　そして、この第１及び第２の実施の形態の浮体設備の建造方法では、トップサイドモジ
ュール２１を浮体構造体１０の後方又は前方から、言い換えれば、浮体構造体１０の前後
方向の移動で浮体構造体１０に搭載するので、これにより、搭載時における浮体構造体１
０の姿勢の確保が、横傾斜（ヒール）よりも比較的調整しやすい縦傾斜（トリム）の調整
になるので、横転の危険性が少なくなり、トップサイドモジュール２１を浮体構造体１０
の横方向（幅方向）から搭載する場合に比べて、著しく、搭載作業における安全性を向上
させることができる。
【００９５】
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　また、さらに、浮体構造体１０におけるトップサイドモジュール２１を搭載する甲板１
５の両側に浮体構造体１０の前後方向に延びる案内壁１６を設け、これらの案内壁１６の
間にトップサイドモジュール２１を搭載する方法に、あるいは、浮体構造体１０における
トップサイドモジュール２１を搭載する甲板１５を浮体構造体１０の船側外板部１２より
も低く設置して、これらの船側外板部１２の間の甲板１５上にトップサイドモジュール２
１を搭載する方法にすると、この案内壁１６又は船側外板部１２をトップサイドモジュー
ル２１のスライド時の案内として使用することや、この案内壁１６又は船側外板部１２の
上面をトップサイドモジュール２１のスライド面の一部又は全部として使用すると、これ
により、単純な構成で、トップサイドモジュール２１の横方向への逸脱を防止しながら、
トップサイドモジュール２１を浮体構造体１０に搭載できる。
【００９６】
　さらに、この浮体構造体１０の船体中央線まわりの甲板１５を両舷より低くなる構成に
より、この甲板１５の部分の高さを、トップサイドモジュール２１を建造する陸上の岸壁
３０の高さやトップサイドモジュール２１を搭載して運搬する運搬台船４０の甲板の高さ
に合わせられるようになる。また、トップサイドモジュール２１の重心高さを浮体構造体
１０の重心高さの近傍に配置することができる。
【００９７】
　また、トップサイドモジュール２１を重心近くで横から支持されるので、トップサイド
モジュール２１の横揺れに対して必要な構造強度を減少でき、また、吊り搭載しないこと
で吊られるためだけに必要とされていた強度も減少し、両者相まって軽い構造にすること
ができ、軽量化及びコストダウンができる。
【符号の説明】
【００９８】
１、１Ｘ　浮体設備
１０、１０Ｘ　浮体構造体
１１　船底部
１２　船側外板部
１３　前部構造部（船首部）
１４　後部構造部（船尾部）
１５　甲板
１５ａ　レール
１６　案内壁
１６ａ　レール
２０　トップサイド
２１　トップサイドモジュール
３０　岸壁
４０　運搬台船



(17) JP 2017-114264 A 2017.6.29

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

